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令和７年度 1２月号 

大阪市立歌島小学校 

 

学級休業はどうやって決めているの？ 

インフルエンザで休んでいる人が複数いるのになんで学級休業にならないの？と思われたことは

ありませんか。感染症の予防上、必要があるときの休業についておおむね次の流れで判断をしていま

す。学校保健安全法第２０条に基づき、大阪市教育委員会が臨時に学校の全部、又は一部の休業を

決定しています。欠席の場合は連絡を当日の朝、確実にお知らせいただけるとありがたいです。 

 

学校の感染状況を確認 

  

学校医と相談 

 

大阪市教育委員会に報告 

 

休業決定、保護者への連絡 

 

下      校 

 

学校保健安全法施行規則第 1８条に定める感染症は、上記以外にもあります。同施行規則第１９条

には、感染症の種類に従い、出席停止する期間の基準が示されています。 

学びに向かう姿勢について⑤ 個の尊重と集団規律 

６年生の修学旅行の付添いで広島平和記念公園内の各所や本川小学校平和資料館を巡り、平和

学習をしました。私たちが到着した「原爆の子の像」の前には、すでに二校の児童が並んでいました。

戦禍の犠牲になった当時のこども達に思いをはせ平和を誓うセレモニーに、どの学校の児童も真剣

に望んでいました。歌島小学校では平和への願いを込めた千羽鶴を用意し、「原爆の子の像」の前

歌島小学校マスコットキャラクター 

「うたネコのロッカ」 

 歌島小 

1 時間目終わりには集約しています 

学校で予防すべき感染症の種類には、第一種、第二種、第三種

の感染症があります（学校保健安全法施行規則第18条）。 

▼第一種（エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペ

スト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、特定鳥インフル

エンザなど）→治るまで出席停止 

▼第二種（インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水

痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核など） 

→例えばインフルエンザは発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日

を経過するまで出席停止 

▼第三種（コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラ

チフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎など） 

→病状により学校医その他において感染の恐れがないと認めるまで出

席停止 

いきいき活動には参加できません。 



で祈りを捧げました。 

さて、平和記念公園という場所が広島県民にとってどれだけ大切な聖域となっているかを象徴する

場面に私たちは遭遇しました。ここでは横断歩道の手前に人が立つと車道を走る自動車が止まってく

れるのです。ルール上は当たり前のことですが、それを必ず守っていることでした。そのことに気づいた

児童が「広島の人はやさしい」という印象をもったようです。 

  私たち一人一人は、人権という何者にも侵されることのない、人として自分らしく生きるため、生まれ

ながらにもつ「自由」「平等」「人間らしい豊かな生活」などの権利を保障されていて、これらの権利を

侵す行為は許されていません。日本国憲法をはじめ多くの法律は、これら「個人の権利」を尊重し、権

利を享受するためにあります。個を尊重する社会を築くためにルールがあり、ルールを守る社会があ

るから個人の権利が保障されると言えます。 

８．９月号で紹介しましたように、こどもは自由度を獲得（自分の意志でできることを増やす）しなが

ら成長していきます。そして、私たちの社会生活は、年齢相応にルールが細かく複雑になっていきます。

小学校より中学校の学校生活の方がより複雑でルールやモラルにはより高いレベルが求められま

す。クラブ活動で他校と交流したり大会に参加したりする場面などがそうではないでしょうか。 

「個の尊重」と「集団規律」は絶妙なバランスで両立するもので、どちらか一方を選択できるもので

はありません。学校生活のルールや、学級のルールの一つ一つは、学びに向かうこどもの権利を守る

ためのものです。こどもにとって「自由」という言葉には夢に近づく魅力的な響きや、束縛から解放さ

れる印象があるのは仕方ありませんが、実はルールやモラルを遵守するステータスを高めていくこと

が自由の度合いを高めることにつながると思います。 

防寒着について 

  登下校時、寒くなってきています。歌島小学校の「学校生活のきまり」では、12 月から３月までの

間、登下校時には手袋をしてもいいことになっています。安全上の観点から、マフラーやレッグウォーマ

ー、カイロは持ってきません。 

漢字検定への挑戦 

  毎年、全学年で受検している漢字検定ですが、今年も１月２３日（金）に漢字の日を設けて実施しま



す。例年、自分で決めた目標に挑戦する機会として大事にしています。今年度は漢字ドリルを早めに

準備し、漢字検定の受検日までに新出漢字が学びやすいようにしました。教科書の学習進度に合わ

せて新出漢字も指導するのが一般的ですが、漢字検定の合格者が一人でも多くなるよう前倒しで購

入しています。学習者用端末のデジタルドリルには漢字検定の問題が収録されています。検定当日ま

でしっかり活用して準備を進めてほしいです。学習の過程で漢字・言葉の面白さ、奥深さに触れる機

会にもなってほしいと思っています。 

大阪市学力経年調査について 

 １２月２日（火）、３日（水）は３年生から６年生で大阪市学力経年調査を行います。すでに学習した内

容をもとに作成された調査問題を解きます。２日（火）は国語・社会、３日（水）は算数・理科、加えて５・

６年は英語の調査があります。この調査は、調査をするだけではありません。後日返ってくる結果をもと

に、学習理解度・学習状況を知り、これからの学習につなげていくために行っています。 

3 学期の主な予定 

１月  ９日（水）始業式、給食開始  １２月２９日（月）～１月５日（月）は閉庁日です 

    １４日（水）教員研修日（給食後 13:30 下校） 

    １９日（月）～２３日（金） 手洗いうがい強調週間 

    ２３日（金）漢字検定（全学年） 

    ２８日（水）卒業遠足（６年） ※ キッザニア甲子園 

２月  ３日（火）～５日（木） 作品展 ※ ５日学習参観・学級懇談会（全学年５限後下校） 

３月 18 日（水）卒業式（１～４年生はお休み） 

     ２３日（月）修了式・離任式 

 

※ 令和７年度の卒業式は５年生も出席します。卒業生を見送り、次のバトンを受け取る式典にします 



 

数字は学年を表しています。

⑥は6年生を意味しています。

曜 学 校 行 事 その他

1 月

2 火 C-NET　ZOOM　　経年調査③④⑤⑥

3 水
ZOOM　経年調査③④⑤⑥

地区児童会５ｈ・集団下校

4 木 経年調査③④⑤⑥予備日
生涯学習（ステンシル）

町会長会議

5 金 　クラブ７

6 土

7 日

8 月

9 火 CｰNET　ZOOM読み聞かせ 生涯学習（太極拳）

10 水
ZOOM読み聞かせ

避難訓練（不審者）３ｈ

11 木
非行防止教室⑤３ｈ（多目的）

歯磨き指導⑤２ｈ（未定）

12 金 クラブ８（2学期最終）

13 土

14 日

15 月 個人懇談会（4年）５時間目下校④

16 火
給食後下校（～１２/２３）

C-NET　　ZOOM　個人懇談会１
生涯学習（３B体操）

17 水 個人懇談会２　ZOOM

18 木 個人懇談会３

19 金 個人懇談会４

20 土

21 日

22 月

23 火 終業式　C-NET 給食終了　大掃除

24 水 冬季休業（～1/8)

25 木

26 金 民生委員会

27 土 　

28 日

29 月 年末休業

30 火 年末休業

31 水 年末休業

令和7年度　12月行事予定表

下校は1３時３0分ごろです。 

※始業式は１/９（金）です。 


